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北

部

九

州

に

お

け

る

炭

坑

札

の

概

観
（
三
）

稲

富

清

目

次

は
じ
め
に

炭
坑
札
と
は

文
献
上

の
炭
坑
札

(以
上
九
号

)

現
存
し
て
い
る
炭
坑
札
の
状
態

炭
坑
札
の
各
種
パ
タ
ー

ン
(以
上

一
〇
号
)

当
時
の
炭
坑
夫
の
生
活
状
態
(
以
下
本
号
)

推
理
、
推
定
、
推
計
を
試
み
る

追

加

む

す

び

当
時
の
炭
坑
夫
の
生
活
状
態

炭
坑
札
は
金
券
で
あ
り
、
炭
坑
札
を
語

る
に
は
当
時
の
坑
夫
の
賃
金
や
生
活
状

態
の
概
要
を
書
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
概
要
を
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

D

賃

金

稼
働
時
間
は

一
般

に

一
〇
時
間
～

一
二
時
間
の
所
が
多
く
、
場
合

に
よ

っ
て
は

一
五
時
間
も
坑
内

に
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
八
時
間
三

交
代
制
は
、
戦
後
労
働
基
準
法
が
出
来
て
か
ら
厳
守
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
前
、

特
に
明
治
初
期
か
ら
大
正
初
期

に
か
け
て
は
、
前
出

の
時
間
は
普
通
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
明
治
三
〇
年
頃
の
三
池
炭
礦
等
大

き
い
山
で
も
、
昼
夜
二
交
代
制
を
実
施

し
て
い
る
。

採
炭
賃
金
と
し
て
は
多
く
は
二
人
組

(
そ
の
組
単
位
を

一
先
と
い
い
、

一
人
を

先
山
、

一
人
を
後
山
と
呼
称
し
た
)
や
四
人
組
を
以
て

一
先
を
構
成
し
て
、
賃
金

を
支
払

っ
た
。

賃
金
の
支
払
は
炭
坑
に
よ

っ
て
小
差
は
あ

っ
て
も
、

一
般
に
は
明
治
時
代
は
賃

金
日
払
を
立
前
と
し
、
大
正
期
初
め
頃
よ
り
漸
次

月
二
回
払
い
に
移
行
し
て
い
っ
た
。

勿
論
前
述
の
通
り
、
大
半
の
炭
坑
に
於
て
は
炭
坑
札
を
以
て
代
用
し
、
現
金
化
は

月

一
～

二
回
で
あ
る
。
そ
の
間
、
炭
坑
内
で
は
炭
坑
札
を
以
て
用
を
足
し
た
の
で

あ
る
。
炭
坑
札
と
現
金
支
給
の
割
合
も
前
述
の
通
り
種
々
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、

中
小
礦

の
大
部
分
は
殆
ん
ど
炭
券
で
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
〇
年
頃
は

一
日
の
採
炭
量
は

一
先
(
二
人
)
で
四
～
六
函
(
二
・五
～
三
・

五
屯
)
の
範
囲

で
あ

っ
た
。

一
函
は
五
五
六
斤
入
で
、
採
炭
賃
二
二
銭

(
坑
内
の

某
所
ま
で
後
山
が
運
ぶ
)
、

又
は
六
二
〇
斤
入

で

一
六
銭
～
二
五
銭

(
炭
坑
に
よ

り
異
な
り
、
又
坑
内
状
況
や
場
所
に
よ
り
異
な
る
)
が
相
場
で
あ

っ
た
。
こ
れ
か

ら
み
て
も
、

一
〇
斤

一
銭
の
規
定
は
純
粋
の
採
炭
賃
金
と
は
受
取
れ
な
い
。

こ

の
他

に
増

産
政
策

(現
在

の
能
率
給
)
が
と
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
明
治
二
八
年

一
二
月
、
本
洞
直
方
坑
の
坑
夫
賃
金
は

一
箱

(六

二
〇
斤
)

一
六
銭
～
二
五
銭
、

一
日
六
箱
以
上
を
採
炭
し
た
場
合
は

一
箱
毎
に
三
銭
の
増
賃
。

明
治
三
〇
年
田
川
豊
国
炭
坑
で
は
、

一
函
(六
〇
〇
斤
入
)
二
三
銭
、
毎
日
四
函
以

上
は
五
銭
増
、
五
函
以
上
は
七
・
五
銭
増

。
毎
月
六
〇
函
以
上
で
八
〇
銭
増
、
八

〇
函
以
上
で

一
円
二
〇
銭
増
、

一
〇
〇
函
以
上
で
三
円
増
、
等

々
。
明
治
三
三
年

三
菱
鯰
田

炭
坑
で
は
、
二
五
日
以
上
の
出
勤
者
で
月

一
二
円
以
上

の
者
は

一
割

の
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増
賃
を
支
給
。

大
凡
の
賃
金
額
と
そ
の
推
移
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
治

一
六
～
二
〇
年
頃
は
坑
夫
の

一
日
平
均
賃
金
は

二
〇
～
三
〇
銭
、
当
時

米

一
升
四
銭
五
厘
。

明
治
三
〇
年
頃
は

一
日
平
均
賃
金
五
〇
～
六
〇
銭
で
、

一
ケ
月

一
二
円
前
後
。

米

一
升

一
四
銭
、
酒

一
升
二
四
銭
、
牛
肉

一
斤

二
四
銭
。

大
正
六
年

採
炭
夫

一
日
九
〇
銭
余

、
選
炭
夫

一
日
五
〇
銭
余
。
採
炭
夫

一

ヶ
月

二
二
円
前
後
。
好
景
気
を
反
映

し
て
大
正
八
年
三
菱
炭
坑
で
は
、

一
日

二
円

二
〇
銭
+
出
炭
賞
与

で
妥
結
し
た
。

昭
和
六
年

採
炭
夫

一
日

一
円
八
〇
銭
、
雑
夫

一
円
。
採
炭
夫
の

一
ケ
月
給

料
五
〇
円
位
。

昭
和

一
五
年

採
炭
夫

一
日
三
円
二
〇
銭
、

一
ケ
月
七
〇
～
八
〇
円
位
、
雑

夫

一
日

一
円
七
〇
銭
、

一
ヶ
月
四
五
円
位
。
こ
の
状
態
は
終
戦
の
時
ま
で
続

い
て
い
る
。

昭
和
三
〇
年
頃
は
日
給
坑
内
夫
五
〇
〇
～
六
〇
〇
円
、
坑
外
夫
三
五
〇
円
程

度
。
ボ
ー
ナ
ス
一
回

}
万
円
程
度
。

昭
和
四
〇
年
頃
は
月
額
三
～
三

・
五
万
円
程
度
、
ボ
ー
ナ

ス
一
回
三
万
円
程

度
。

②

明
治
三
〇
年
頃
の
生
活
状
況

こ
の
頃
は
前
述
の
如
く
、

一
日
五
五
銭
程
度
で
月
に
十
二
円
乃
至
十
五
円
の
収

入
で
あ

っ
た
。
食
費
は
一

日
十
七
銭
位
で

一
ヶ
月
五
円
程
度
で
あ

っ
た
。
夫
婦

で

は
、

一
ヶ
月
二
〇
円
乃
至
二
五
円
程
度
の
収
入
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
今
の
貨
幣
価

値
に
す
る
と
、

一
人
者
の
場
合
月

に
六
～

八
万
円
、
夫
婦
共
稼
ぎ
で
月

に
十

一
～

十
四
万
円
で
あ

っ
た
。
現
代
生
活
に
く
ら

べ
て
質
素
な
時
代
で
あ

っ
た
の
で
、

一

人
者
の
場
合
は
楽
で
あ
り
そ
う
だ
が
、
実
際
は
炭
券
支
給
の
た
め
に
あ
ま
り
楽
と

は
い
え
ず
、
ま
し
て
上
り
酒
や
遊
び

に
そ
の
多
く
を
費
す
者
が
多
か

っ
た
。
又
夫

婦
者
は
、
当
時
子
供
の
五
～
六
人
あ
る
者
は
普
通
で
あ
る
た
め
生
活
は
非
常
に
苦

し
く
、
上

の
子
供
は
小
学
四
年
を
出
る
と
親
と
共
に
坑
内
に
下

っ
た
り
、
丁
稚

・

子
守

に
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
炭
券
が
災
い
し
た
こ
と
は
、
山
本

作
兵
衛
氏
の
言

に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

又
、
氏
の
証
言

に
よ
れ
ば
、
採
炭
の
場
合
、
坑
内

の

一
場
所
で
採
炭
量
の
検
査

を
う
け
て
炭
券
の
支
払
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
勘
量
の
際

い
ろ
い
ろ
な

難
ぐ
せ
を

つ
け
ら
れ
て
二
割
程
度
の
減
量
を
、
ひ
ど
い
時
に
は
五
割
位

の
減
量
を

申
渡
さ
れ
て
、
み
す
み
す
賃
金
を
減
ら
さ
れ
る
の
が
実
情

で
あ

っ
た
と
い
う
。
坑

夫
達

の
泣
き
た
い
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

あ
る
炭
坑
は
衛
生
費
、
風
呂
代
と
し
て
毎
月

一
人
十
五
銭
を
徴
収
し
た
。
畳

一

帖
に
つ
き

一
ヶ
月
五
銭
～
八
銭
を
徴
収
し
た
。
家
は
所
謂
九
尺
二
間
の
長
屋
が
多

く
、
納
屋
の

一
人
宛
平
均
坪
数
は
炭
坑
に
よ

っ
て
多
少

の
差
は
あ
る
が
、

一
坪
前

後

(○
・五
～

一
・
三
坪
)
で
あ
っ
た
。

一
家
族
に
つ
き
畳
間
も
三
帖
-
四
.五
帖

ー

六
帖
程
度
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
そ
の
後
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
も
続
い
た

の
で
あ
る
。

⑧

厚

生

施

設

明
治
三
〇
年
頃
に
は
炭
坑
は
嘱
託
医
を
指
定
し
て
従
業
員

の
診
察
を
依
頼
し
、

明
治
三
五
年
頃
に
な
る
と
、
大
手
の
三
井
田
川
坑
や
三
菱
鯖
田
、
新
入
坑
に
は
炭

坑
設
立
の
医
局

(
病
院
)
が
置
か
れ
た
。
明
治
四
三
年
に
は
貝
島
礦
業
に
も
医
局

が
開
設
さ
れ
、
大
正
初
め
に
か
け
て
各
岸
坑
は
競

っ
て
、
自
営
の
病
院
を
開
設
し

て
従
業
員
の
診
察
を
実
施
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

又
、
明
治
三
九
年

に
は
大
手
で
は
保
育
所
を
設
置
し
、
こ
の
方
も
次
第

に
各
炭

坑
に
普
及
さ
れ
て
行

っ
た
。
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婦
女
子
及
び
子
供
の
入
坑

(単位 人)

明治36年 全国の主たる38坑 の状況

20才

以 上

20才
未 満

14才

未 満

23,918

7,214

3,630

1,739

163

133

採 炭夫(男)
〃(女)

大正8年 全国坑夫の中

女男

282

1,482

384

2044

14才 未 満

15才 未 満

昭和10年 福岡管区

後 山先 山

(男)13,153

(女)4,867
(男)44,602採炭夫

 

以
上
の
よ
う
に
、
沢
山
の
子
供
と
女
子
が
坑
内
に
下

っ
て
採
炭
に
従
事
し
、
家

計
を
た
す
け
た
世
情
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
昭
和
八
年
以
降
に
漸
く
婦
人
少

年
坑
夫
の
入
坑
を
禁
止
す
る
法
令
が
出

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
即
座
に
は
実
行

さ
れ
ず
に
、
後
山
だ
け
は

一
時
緩
和

さ
れ
て
終
戦

(
昭
和

二
〇
年
)
ま
で
続
い
た
。

結
局
、
昭
和
二
二
年
労
働
基
準
法
が
施
行
さ
れ
て
よ
り
、
女
子
と
少
年
の
入
坑
は

完
全

に
禁
止
さ
れ
て
今
日
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

推
理
、
推
定
、
推
計
を
試
み
る

現
存
の
炭
坑
札
は
分

っ
て
も
、
ど
れ
位

の
種
類
が
発
行
さ
れ
た
も
の
か
。
こ
れ

を
問
わ
れ
て
も
返
答

に
窮
す
る
程
、
見
当
も
つ
か
な
い
の
が
現
時
点
の
姿
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
せ
め
て
あ
た
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ず
程
度

の
あ
る
数
値
を
推
計
で
き
れ
ば
、

略

々
全
体
を
頭
に
画
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
大
凡
の
姿
を
考
え
て
み

よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
欄
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
予
め
、
興
味
あ
る
数
字
で
あ
る
が

真
正
の
数
字
で
は
な
い
こ
と
を
こ
と
わ

っ
て
お
く
。

①

筑
豊
地
区
の
炭
坑
札
に
対
す
る
発
行
種
類
総
数
に
関
す
る
推
計

明
治
三
〇
年
の
文
献
(表

1
)
上

の
炭
坑
札
数
は
、
四
〇
〇
～
四
五
〇
の
範
囲
に

あ
る
。
炭
坑
札
は
明
治

二
〇
年
頃
よ
り
大
正
八
年

に
至
る
間
盛
ん
に
発
行
さ
れ
、

且

つ
又
大
正
八
年
以
後
も
、

一
部
の
炭
坑
で
補
助
貨
幣
や
購
買
券
と
い
う
形
で
発

行
さ
れ
て
い
る
が
、
三
〇
年
頃
の
分
を
約
五
年
間
分
と
仮
定
す
れ
ば
ー

炭
坑
の

興
廃
・形
式
の
変
更
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
i

次

の
パ
タ
ー
ン
を
略
同

一
と
見
倣
せ

ギ

α

・
:

.
:

:

●

明
治

二
〇
～
二
五
年
+
大
正
八
年
以
後

の
分

明
治

二
五
～
三
〇
年

明
治
三
〇
～
三
五
年

明
治
三
五
～
四
〇
年

明
治
四
〇
～
四
五
年

大
正
元
～
八
年

四
〇
〇
種

X
六
パ
タ
ー
ン
ー-

二
、
四
〇
〇
種

一
パ
タ
ー
ン
を
八
年
毎
位
に
区
切
れ
ば

四
〇
〇
種

X
4
"

一、六
〇
〇
種

即
ち
、
種
類
の
総
数
は
二
、
○
○
○
種
前
後
と
推
計
す
る
。

(
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
推
計
す
れ
ば
次
の
通
り
に
な
る
。

仮

に

一
坑
に
つ
き
五
～
六
種
を
平
均
の
発
行
数
と
す
る
。
又
、
炭
坑
の
興

廃
、
坑
主

の
交
替
、
炭
札
の
更
改
等
を
考
え
、
延
五
〇
〇
坑
位

(現
業
炭

坑

二
六
〇
坑
が
最
大
)
と
す
れ
ば
、
種
類
は
三
、O
O
O
種
以
内
と
な
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
種
類
の
総
数
は
二
、
○
○
○
～
三
、
○
O
O
種

の
範
囲
に
あ

る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
)

現
存
炭
坑
札
の
あ
る
比
率

次
頁
の
表
か
ら
、
筑
豊
地
区
で
は
発
行
予
想
種
類
数
二
〇
〇
〇
に
対
し
て
現
存

=
一二
二
種
で
あ
る
か
ら
、
七
%
位
し
か
現
存
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

一切一



九
三
%
は
既
に
失
滅
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
現
存
札
の
う
ち
現
地
に
あ
る
も
の

は
約

%
弱
で
、
現
地
外

に
流
出
し
て
現
地

に
な
い
も
の
%

で
あ
る
と
い
う
結
果
が

出
る
。
全
国
的
に
み
る
場
合
、
現
地
存
在
数
と
在
東
京
方
面
の
数
と
の
比
は
%
対

%
と
な

っ
て
い
る
。

(単位 種類)

計在東京方面在現地

147

(133)

(14)

10

2

45

(37)

(8)

8

0

102

(96)

(6)

2

2

北 部 九 州 札

(筑 豊 地 区)

(その他の九州)

常 盤 地 方

そ の 他

159
※53

106

※ 昭和54年11月 九州 大学 石 炭研 究 資 料 センター

に入 る。

 

③

明
治
三
〇
年
に
は
筑
豊
地
区
で
総
数
幾
何
の
炭
券
が
支
払
わ
れ
た
か

明
治
三
〇
年

に
お
け
る
公
式
数
と
し
て
、
福
岡
県
の
坑
夫
数
は
四
万
八

一
〇
六

人
で
あ
る
。
こ
の
中
高
野
江
氏
著

『
筑

豊
炭
礦

誌
」
に
よ
れ
ば
、
筑
豊
地
区
の
坑

夫
数
は
、
炭
坑
札
発
行
の
炭
坑
関
係
約

二

一、
○
○
○
人
で
、
不
発
行
の
炭
坑
の
坑

夫
を
入
れ
る
と
約
二
六
、O
O
O
人
で
あ

る
。

し
か
し

『
炭
礦
誌
」
に
は
記
載
も

れ
も
あ
る
の
で
、
総
数
約
三
万
人
、
う
ち
炭
坑
札
発
行
の
炭
坑
々
夫
二
五
、○
○
○

人
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
男
女
の
比
率
は
七
対
三
で
あ
る
か
ら
、

男

一
七
、
五
〇
〇
人
、
女
七
、五
〇
〇
人
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。

男
坑
夫
は
当
時

一
日
五
五
銭
、
二
五
日
稼
動
と
し
て

一
ケ
月
五
五
銭

X
二
五
11
十
三
銭
七
五
銭
、

女
坑
夫
は
当
時

一
日
三
三
銭
、
二
五
日
稼
動
と
し
て

一
ヶ
月
三
三
銭
X
二
五
日
八

円
二
五
銭

の
賃
金
と
な
る
。

明
治
三
〇
年
頃
は
炭
坑
札
使
用
比
率
は

一
般
に
高
い
と
み
て
差
支
え
な
い
が
、

少
年
坑
夫
や
坑
外
夫
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
使
用
比
率
を
○

・
八
と
見
徹
し
て

よ
い
(
又
は
O
・
七
位
か
)
。

さ
す
れ
ば
、

一
ヶ
月

の
炭
坑
札
使
用

(支
給
)
総
数
は

男

「
三
円
七
五
銭
X

一
七
、
五
〇
〇
人
X
O
・
八
日

一
九
二
、
五
〇
〇
円

女

八
円
二
五
銭
X
七
、
五
〇
〇
X
O
・八
日
四
九
、
五
〇
〇
円

合
計

二
四
二
、
○
○
○
円

二
ヶ
月
分
を
発
行
し
て
い
る
と
す
れ
ば

二
四
二
、
○
○
○
円
分
X
二
11
四
八
四
、
○
○
○
円

三
ヶ
月
分
発
行
し
て
い
る
と
す
れ
ば
七
二
六
、
○
○
○
円

四
ケ
月
分

〃

〃

九
六
八
、
○
○
○
円

以
上
の
こ
と
か
ら
、

一
ヶ
月

の
炭
券
支
払
高
は
二
五
万
円
位
、
炭
券
発
行
高

(流
通
高
)
は
五
〇
万
円
～

七
五
万
円
位
と
推
定
す
る
。

④

炭
坑
札
の
発
行
年
代
や
所
在
地
を
推
定
す
る
要
素
に
つ
い
て

炭
坑
札
の
未
知
の
部
分
を
解
明
す
る

一
つ
の
手
懸
り
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
要

素
が
あ
る
。
そ
の
要
点
を
次

に
述
べ
て
み
よ
う
。

文

献

既
発
表

の
古
文
書
や
年
代
誌
を
調
査
研
究
し
該
当
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
。

又
は
、
い
く
つ
か
の
断
片
資
料
か
ら
総
合
的
に
判
定
す
る
こ
と
。

現
地
調
査

口
伝
、
古
老
の
記
憶
、
記
念
碑
、
所
在
公
館
の
資
料
等
、
足
と
耳
で
確
か
め

こ
と
。

印
刷
所
名

印
刷
所
名
の
年
代
的
比
較
に
よ
り
、
他
の
炭
坑
札
の
年
代
を
類
推
す
る
こ
と

一協一



が
出
来
る
も
の
が
案
外
多
い
。
又
、
炭

坑
の
所
在
地
も
こ
れ
に
よ
り
判
定
す
る

の
に
便
利

で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。

*
峰
地
炭
坑
札
が
好
例
で
あ
る
。
大

正
元
年
を
境
と
し
て
岸
原
明
治
堂
は
住

所
が
博
多
下
新
川
端
と
福
岡
薬
院
出
口
に
分
か
れ
て
い
て
、
前
者
は
明
治

期
札
に
、
後
者
は
大
正
期
札
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

炭
坑
札
の
様
式
か
ら

模
様
か
ら

タ
テ
型
式
と
ヨ
コ
型
式
と
が
あ
る
が
、
タ
テ
型
式
が
必
ず
し
も
古
い
も
の

と
は
い
え
な
い
。
但
し
、
タ
テ
型
で
も
細
長
い
、
所
謂
藩
札
に
似
た
型
は
初

期

の
も
の
で
あ
る
。
札
の
中
に
枠
を
形
成
し
て
い
る
模
様
の
原
始
的
か
、
よ

り
文
化
的
複
雑
性
を
有
す
る
か
で
時
代
が
き
ま
る
。
原
始
的
な
も
の
に
明
治

二
〇
年
代
の
も
の
と
、
簡
粗
な
型
式

の
大
正
昭
和
時
代

の
も
の
と
の
二
通
り

が
あ
る
が
、
後
者
の
方
が
原
始
的
と

い

っ
て
も
、
や
は
り
時
代

の
新
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
全
体
的
傾
向
か
ら
い
え
ば
、
古
い
の
は
タ

テ
枠
(
タ
テ
書
)
が
多
く
、
新
し
い
の
は

ヨ
コ
枠
(
ヨ
コ
書
)
が
多

い
。
こ
の
事

は
紙
幣
や
鉄
道
切
符
の
型
式
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

文
章
か
ら

採
炭
の
証
と
い
う
文
句
に
つ
い
て
い
え
ば
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る

の
が
古
く
、
表
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
新
し
い
方
に
属
す
る
。
更

に
新
し
く
な
る
と
、
採
炭
の
証
と
い
う
言
葉
が
な
く
な
り
、
支
払
切
手

等
に
変
る
。

「
斤
」
表
示
が
古
く
、

「
銭
」
表

示
は
比
較
的
新
し
い
も
の
に
多
い
。

斤
に
対
し
て
銭
の
換
算
文
句
の
あ
る
の
は
、
多
く
明
治
二
〇
年
～
三
〇

年
頃
の
古
い
時
期
に
属
す
る
も

の
が
多

い
(時
に
例
外
は
あ
る
が
)
。

1

一

「
採
炭
の
証
と
し
て
毎
月
通
貨
と
交
換
す
る
」
と
記
載
し
て
あ
る

も
の
は
古
い
方

に
属
す
る

(
一
部
に
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
)
。

1
二

「
配
給
所

の
品
と
交
換
す
る
」
と
い
う
の
は
比
較
的
新
し
い
方
に

属
す
る
。
こ
れ
は
、
賃
金
支
払
方
法
に
つ
い
て
、
段
々
世
情
が
や
か
ま

し
く
な

っ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

一
と
二
と
両
方
可
能
と
記
載
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
時
期
的
に
こ
の
中

間
頃
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。

盃
の
は
い

っ
て
い
る
も
の
と
い
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
極
古
い
も
の

(明
治
二
〇
年
前
後
)
に
は
盃
が
な
い
が
、

三
〇
年
頃
～
大
正
八
年
頃
に

は
%
の
は
い
っ
た
の
が
多

い
。
恐
ら
く
台
帳
を
作

っ
て
偽
造
を
防
止
し

た
り
、
発
行
額
確
認
や
残
存
確
認
に
役
立
た
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大

正
以
後

に
な
る
と
、
小
額
券
に
つ
い
て
は
雁
を
い
れ
な

い
も
の
が
多
く

な

っ
た
。

捺
印
に
つ
い
て

事
業
所
印
、
鉱
業
主
印
、
割
印
の
あ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
印
の
な
い
も

の
は
余
程
の
小
額
券
か
未
勘
合
券
で
あ
る
。
鉱
業
主
印

(坑
主
印
)
等
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
夫
々
の
炭
坑
の
関
連
性
を
判
断
し
う
る
の
で
、
こ
の

点
も
判
定
上
大
切
で
あ
る
。
坑
主
は
猫
の
目
の
よ
う
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変

っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
か
え

っ
て
文
献
と
照
し
て
時
代
を
細
か
に
推
定

す
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
が
あ
る
。

枠
模
様
の
中
の
文
字
に
つ
い
て

枠
模
様
の
模
様

の
型
式
比
較
も
大
切
だ
が
、
枠
模
様
の
中

に
は
文
字
を
含

ん
だ
も
の
が
あ
る
。
大
別
し
て
数
字
と
炭
坑
名
に
分
け
ら
れ
る
。
炭
坑
名
の

は
い
っ
て
い
る
札
は
割

に
少
く
、

一
般
に
明
治
三
〇
年
頃

で
九
州
札
に
限
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
傾
向
は
今
後
の
研
究
に
よ

っ
て

詳
細
に
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

一
つ
の
着
眼
と
し
て
は
大
切
な
こ
と
で

あ
る
。

そ
の
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
今
後
更

に
研
究
を
要
す
る
項
に
属
す
る
。

色
と
年
代
色

の
発
見
に
つ
と
む

べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
方
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炭
坑
札
の
稀
少
性
に
つ
い
て

各
種
の
炭
坑
札
に
つ
い
て
、
そ
の
現
物
確
認
上
所
有
者
と
そ
の
所
有
数
を
知

っ

て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
か
ら
稀
少
度
を
研
究
し
て
み
よ
う
。

全
数

一
五
九
種
類

の
中
四
種
類

に
つ
い
て
は
未
確
認

で
あ
る
の
で
、
既
知
の

一

五
五
種
に
つ
い
て
結
論
を
ま
と
め
る
と
次
表

の
通
り
で
あ
る
。

考備種類発券数

う ち

1枚 のみ91種

2～3枚28種

う ち

4枚 の み7種

5～10枚19種

種

119

26

6

4

0

枚

1～3

4～10

11～20

21～40

50枚 以 上

155計

 

以
上

の
結
果
か
ら
、
藩
札
に
比
べ
る
と
か
な
り
稀
少
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
。
勿
論
こ
れ
は
私
の
確
認
し
た
限

り
で
あ
る
か
ら
、
将
来
あ
る
種
類

に
よ

っ
て
は
藩
札
の
例
の
よ
う
に
大
量

一
度
に
発
見
さ
れ
る
例
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
よ
う
な
例
は

一
一
九
例
に
比
べ
る
と
極
少
数
で
あ
ろ
う
か
ら
、

一
般
的
に
い

っ
て
極
め
て
高
い
稀
少
性
は
変
更
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
三
枚
以
内

の
も

の
な
ど
は
福
井
藩
寛
文
札
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
稀
少
性
が
あ
る
の
で
、
今
後
炭

坑
札
の
現
物
は
も

っ
と
見
直
さ
れ
、
大
切

に
取
扱
わ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。追

加

文

献

①

現
存

し
て
い
る
石
炭
壱
車
証
と
墨
書
き
し
た
福
岡
藩
札
に
つ
い
て

以
前
、
鞍
手
郡
小
竹
町
の
旧
家
か
ら

、
福
岡
藩
札
に
墨
書

で
石
炭
○
斤
と
か
い

た
も
の
が
終
戦
後
存
在
を
噂
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
行
方
が
分
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
が
、
私
が
五

一
年

七
月
二
二
日
N
H
K
で
テ
レ
ビ
放
送
し
て
以
来
、
こ

の
札
と
思
わ
れ
る
も
の
の
通
報
が
あ
り
、
同
年
八
月

に
現
品
を
確
認
し
た
。

当
時
所
有
者
の
言
に
よ
れ
ば
、
入
手
先
は
小
竹
町
附
近
の
出

と
い
う
だ
け
で
詳

し
く
は
分
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近

(昭
和
五
四
年
初
)
、
嘉
穂
郡
頴
田
町

郷
土
史
家
許
斐
友
太
郎
氏

の
情
報
を
得
て
、
略

々
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

発
行
地
は
筑
前
国
嘉
麻
郡
勢
田
村

(現
頴
田
町
)
、

発
行
年
は
明
治
中
期

(明
治

二
〇
年
前
後
頃
)
、

発
行
者
は
許
斐
源
兵
衛
、
家
業
は
代

々
酒
醸
造
業

で
生
穂
屋

(な
る
ほ
や
)
と
称
し
た
。

現
当
主
許
斐
成
生
氏
は
源
兵
衛
の
曽
孫
に
あ
た
る
が
、

そ
の
使
用
目
的
に
つ
い
て
は
詳
か
で
は
な

い
。

本
札
は
福
岡
藩
十
匁
札

の
表

に
壱
車
証
、
生

源
と
墨
書
し
、
生

源
の
右
側
に
角

朱
印
が
押
し
て
あ
る
。
裏
は
石
炭
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
生
源
は
生
穂
屋
源
兵
衛

の
略

で
あ

っ
た
。
許
斐
家

に
は
尚
数
十
枚
が
現
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

福
岡
藩
札
は
明
治
六
年
四
月
十
五
日
、
十
匁
以
上
は
金
札
と
引
換
え
、
五
匁
以

下
は
朱
印
を
押
し
て
暫
時
通
用
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
八
年
六
月

二
十
日
を

以
て
通
用
停
止
が
布
達
さ
れ
て
い
る
。

使
用
目
的
に
つ
い
て
は

酒
醸
用
に
石
炭
壱
車
を
買
入
れ
る
毎
に
渡
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
が
、

親
戚
に
炭
坑
を
経
営
し
て
い
た
者
が
い
る
の
で
、
当
人
は
石
炭
業
の

一
企

業
家
と
し
て
、
採
炭
場
か
ら
船
付
場
(
川
勘
場
)
ま
で
の
大
八
車
又
は
馬
に

よ
る
車

で
の
運
搬
賃
に
使
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
成
生
氏
に
よ

っ
て
も
詳
か
で
な
い
。

一
車
と
は
三
〇
〇
斤
(
一
八
〇
㎏
)
乃
至
三
八
〇
斤
(
二
二
八
㎏
)積
み
の
記
録
が

あ
る
。
即
ち
、
こ
の
札
は
購
買
力
を
も

っ
た
炭
坑
札
と
ち
が
い
、
単
な
る
稼
働
認

証
伝
票
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
る
。

静
勢
田
村

許
斐
与
七
郎

(勢
田
炭
坑
経
営
)

江
戸
時
代
末
期

に
藩
札
(
炭
坑
山
札
)
を
発
行
し
た
三
池
藩
に
つ
い
て
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江
戸
時
代

の
炭
坑
札
(石
炭
札
)
に
つ
い
て
は
、
小
倉
藩
田
川
郡
金
田
鰯
に
間
歩

札
と
称
す
る
文
献
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在

の
所
如
何
な
る
札
か
現
品
は
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。
か
ね
て
江
戸
時
代

の
確
か
な
炭
坑
札
の
存
在
を
待
望
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
昭
和
五
二
年
九
月
、
福
岡
市
在
住

の
小
園
斉
氏
が
福
岡
県
誌

の
調
査
か
ら

三
池
藩
札
に
炭
坑
札
及
び
石
炭
札
の
範
疇

に
は
い
る
現
物
の
存
在
を
発
表
さ
れ
て
、

茲
に
江
戸
時
代
の
炭
坑
札
の
存
在
が
明
確

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
三
池
藩
焚
石
山
役

所
銭
札
で
あ
る
。

①

三
池
藩
の
歴
史

元
和
七
年

(
一
六
二
一
年
)
一
月
に
、
幕
府
は
三
池
郡
の
内

一
万
四
千
八
百
余

石
を
立
花
種
次
に
与
え
た
。
こ
れ
が
三
池
藩
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
幕
府

は
文
化
三
年

二

八
〇
六
年
)
六
月
に
、
三
池
藩
主

・
立
花
種
善
を
奥
州
伊
達
郡

下
手
渡
に

一
万
石
の
藩
主
と
し
て
移
封

し
た
が
、
嘉
永
四
年
(
一
八
五
一
年
)
十

二
月
、
下
手
渡
藩
主

・
立
花
種
恭
は
伊

達
郡
の

一
万
石
の
内
、
四
ケ
村
三
千
七

十
八
石
を
返
上
し
て
、
旧
領
三
池
郡
の
内
今
山
、
新
町
、
稲
荷
、
壷
部
、
下
里

の
五
ケ
村
五
千
七
十

一
石
を
与
え
ら
れ

た
。

つ
い
で
安
政
四
年
丁
巳
(
一
八
五
七
)

に
焚
石
山
経
営
の
た
め
銭
札
が
発
行
さ
れ
た
。

立
花
種
恭
が
三
池
藩
に
帰

っ
て
来
た
の
は
、
明
治
二
年
正
月
で
あ

っ
た
。

②

三
池
の
炭
山
と
銭
札

三
池
の
石
炭
の
発
見
は
文
明
年
間

(
一
四
六
九
～

一
四
八
六
)
に
、
稲
荷
山

で
燃
え
る
石
と
し
て
発
見
さ
れ
た
。
享
保
六
年
(
一
七
二

一
)十

一
月
、
柳
川
藩

家
老
小
野
春
信
(
若
狭
)
は
、
所
有
し
て

い
る
平
野
鷹
取
山

で
焚
石
(石
炭
)
の
採

掘
を
始
め
た
。
元
文
三
年

(
一
七
三
八

)稲
荷
山
が
三
池
藩
御
用
焚
石
山
と
な

っ

た
。
文
化
二
年
よ
り
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)
ま
で
は
幕
府
直
轄
の
た
め
藩
営

(
下
手
渡
藩
)
の
炭
坑
は
な
か

っ
た
が
、
再
び
三
池
の
炭
坑
地
を
与
え
ら
れ
、
後

は
稲
荷
山
や
そ
の
他

の
炭
坑
が
藩
営
と
な
り
、
焚
石
山
役
所

や
浜
会
所
な
ど
を

設
け
、
石
炭
の
増
産
を
計

っ
た
。

安
政
四
年

(
一
八
五
七
)
に
は
、
焚
石
山
経
営
の
た
め
銭
札
が
発
行
さ
れ
た
。

こ
う
い
う
い
き
さ
つ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
札
は
炭
坑
経
営
の
た
め
使
わ
れ
た
札

で
あ
り
、
賃
金
な
ど
に
も
使
用
し
た
こ
と
は
必
定
で
あ
る
の
で
、
江
戸
時
代
の

炭
坑
札
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

種
類
は

一
貫
文
、
五
百
文
、
三
百
文
、
百
文
、
五
十
文
、
三
十
文
、
十
文
の

七
種
が
あ
る
。

銭
壱
貫
文
札
の
文
字
を
判
読
す
る
と
、
ど
れ
も
テ
ン
書
で
表
下
段

「
筑
後
三

池
焚
石
山
役
所
」
、
表
中
段
に
四
角
朱
印

「
稲
荷
石
山
役
所
」
、
裏
面
上
段

に

「
安
政
四
丁
巳
歳
発
」
と
な

っ
て
い
る
。

他
の
札
に
も
同
様

の
テ
ン
書
文
が
あ

る
。
三
池
藩
の
札
は
初
め
て
幕
府
の
許
可
を
う
け
て
発
行
し
た
も
の
で
、
総
銭

価
は
二
十
二
萬
六
千
五
百
九
十
六
貫
九
百
六
十
文
と
い
わ
れ
て
い
る
。

当
時
の
石
炭
の
値
段
は
、
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
山
石
炭
百
斤
凡
そ
壱
匁
五

分
、
大
牟
田
浜
値
段
百
斤
三
匁
三
分
四
厘
、
長
崎
港
渡
し
百
斤
に
付
代
銀
六
匁

五
分
と
な

っ
て
い
る
。

③

そ
の
後
の
発
見
炭
坑
札
追
加

本
論
文
の
四
、
表
②

現
存
炭
坑
札

一
覧
表

(昭
和
五

一
.九
・
一
〇
)
に
於
て
既

知
の
炭
坑
札
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
各
方
面
か
ら
新
資
料
が
発
見
さ
れ

た
の
で
、
私

の
知
る
限
り
、
昭
和
五
六
年
七
月
現
在
の
状
態
で
追
加
す
る
こ
と
に

す
る
。九

む

す

び

〔
江
戸
時
代
以
来
日
本

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
に
燦
然
と
輝
い
た
筑
豊
炭
田
も
、

昭
和
四
八
年
頃
を
以
て
殆
ん
ど
の
炭
坑
が
消
え
失
せ
て
了

っ
た
此
の
時
期

に
、
拙
著

「北
部
九
州
の
炭
坑
札
」
の
集
大
成
を
不
完
全
乍
ら
完
了
し
得

た
喜
び
と
同
時
に
、
此
の

一
文
を
発
表
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
無
上

の
喜
び

を
感
ず
る
次
第

で
あ
る
。

一
方

で
は
又
、
此
の

一
文
を
書
き
終
る
に
当
り
、

拙
劣
な
余
り
大
方
の
叱
正
を
頂
く
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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現 存 炭 坑 札 追 加 表
(昭 和56年7月31日)

炭 坑 名

小 倉 石 炭 坑

牧 ケ 岳 炭 坑

豊 国 炭 坑

南 尾 炭 坑

勢 田 大 谷 炭 坑

〃

〃 書札

勢 田 炭 坑

〃

〃 別札

〃 書札

伊 勢 谷 炭 坑

大 正 鉱 業

松 浦 炭 坑

西 表 炭 坑

志 免 炭 坑

鯰田炭 坑

伊 岐 須 炭 坑

久 良知 鉱 業所

起 行 炭 坑

起行八尺 炭 坑

本 谷 炭 坑

〃

嘉 穂 炭 坑

大 隈 炭 坑

種 類

弐百斤、百斤

運炭壱斤

千 斤

千 斤 、五 百斤 、百斤

五拾斤、拾斤

弐百斤、百斤

弐拾斤、拾斤

弐百斤、百斤

五拾斤、参拾斤

百 斤

拾斤、五斤

百 斤

拾 斤

五拾斤

壱百斤

壱百斤、拾斤

百 斤、五拾 斤 、拾 斤

壱千斤

五萬斤

五百斤

壱千斤

五百斤(五十銭相当)

二百芒‡塩
銭相当)

五百斤

壱千斤

年 代

大正初期

明治30代

明治30代

明治36年

明治20代

〃

〃

〃

〃

〃

〃

明治27年

大正初期

大正初期

〃

明治30～40年

明治18年

明治25～40年

明治34年

明治31年

明治30年 代

明治30年

〃

明治40年 頃

明治30年 代

こ の 他 中国撫順炭坑札等10種

(訂正)
小 野 田 炭 坑 壱百斤 明治30年 代

所 在 地

小倉市足立区

長崎県北松浦郡

田川郡糸田町

嘉穂郡穂波村

嘉穂郡頴田村

〃

〃

〃

〃

〃

〃

穂波郡穂波村

遠賀郡中間町

佐賀県東松浦郡

沖縄県西表島

福岡県粕屋郡

嘉麻郡鯰田

嘉穂郡伊岐須

田川郡香春町

田川郡弓削田村

〃 〃

嘉穂郡穂波村

〃 〃

〃 〃

遠賀郡底井野村

山口県小野田市

資料提供者

筆 者
ニ ュー ヨー ク

J.ボ ー リング氏

直方石炭記念館

許斐友太郎 氏

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

西 本 泰 雄 氏

筆 者

〃

〃

九 大 石 炭 センター

〃

花田万太郎氏

片 岡 裕 氏

〃

〃

三 宅 義男 氏

〃

〃

花田万太郎氏

片 岡 裕 氏

その後の調査で
所在地訂正

一脱一



炭
坑
札
自
体
は
足
を
以
て
調
査
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
炭
坑
札
に
関

連
し
た
種

々
の
デ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
既
存

の
文
献
に
よ
る
調
査
が
主

体
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
今
後

の
つ
き
進
ん
だ
調
査
に
関
し
て
は
む
し
ろ
、

経
済
専
門
の
方

々
の
活
躍
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
現
存
の
炭
坑

札
個
々
の
図
柄
並
び
に
解
説
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
披
見
し
て
頂
け
ば
幸

い
で
あ
る
。

最
後
に
稿
を
終
る
に
臨
み
、
炭
坑
札
の
資
料
を
提
供
し
て
頂
い
た
多
く

の
方

々
や
、
本
文
を
御
校
閲
頂
い
た
秀
村
教
授
に
深
甚

の
感
謝
を

い
た
し

ま

す

。

昭
和
五

一
年
九
月

十
日
記

昭
和
五
六
年
七
月
一一=

日
追
記

(
一
七
四
頁
よ
り
)

大
正
三
年
十
月
二
日

老
人
の
卒
倒

杵
島
郡
北
方
村
大
字
志
久
杵
島
炭
坑
西
野
磯
右

工
門

(七
十
)
は
去
る
二

十
四
日
居
村
勝
満
寺
に
参
詣
す
る
と
称
し
家
出
し
た
る
儘

「
向
帰
宅
せ
ざ
る

よ
り
親
戚
及
び
知
己

一
同
心
当
り
を
捜
索
中
、
二
十
七
日
に
至
り
同
村
十
三
塚

唐
津
郷
と
称
す
る
溜
池
側
に
倒
死
し
居
た
る
を
発
見
せ
し
が
多
分
心
臓
麻
痺

な
ら
ん
と
。

大
正
三
年
十
月
四
日

書
置

世
の
中
に
男
は
貴
方

一
人
に
て
如
何
な
る
辛
苦
に
し
て
も
添
ひ
遂
げ
ん
覚

悟
な
り
し
も
種
々
な
る
事
情
は
何
し
て
も
夫
婦
と
な
る
事
出
来
ず
、
い
っ
そ
死

ん
で
未
来

で
夫
婦
と
な
ら
ん
覚
悟
に
て
死
に
ま
す
。

就

い
て
は
自
分
の
死
ん
だ
後
は
不
欄
と
思
ひ

「
本
の
香
華
を
手
向
け
て
下

さ
れ
、
そ
れ
か
ら
酔
月
楼
の
仲
居
は
妾
に
つ
ら
く
当
り
散
ら
し
、
平
素
意
地

悪
く
貴
方
と
妾
し
の
中
を
割
か
ん
と
邪
魔
ば
か
り
す
る
か
ら
死
ん
で
も
怨
み

ま
す
。
金
の
指
輪
は
妾
の
形
見
で
す
云
々
。

大
正
三
年
十
月
五
日

九
月
唐
津
輸
出
炭

唐
津
港
よ
り
九
月
中
侮
外
各
地
に
輸
出
し
た
る
石
炭
は
三
二
、
九
二
〇
ト

ン
に
上
り
八
月
中

に
比
し
て

=
二
、
○
○
○
ト
ン
即
ち
六
割
余

の
増
加
な
る

が
・
其
仕
向
地
は
支
那
各
港

一
一、
二
二
〇
ト
ン

香
港

六
、
七
〇
〇
ト
ン

馬

尼
刺

一五
・
○
○
○
ト
ン
等
な
り
、
次
に
九
月
中
朝
鮮

へ
の
移
出
高
は

一
、
三

二
七
ト
ン
に
し
て
本
年

に
入
り
て
は
前
例
な
き
巨
額
な
り
。
而
し
て
同
月
中

外
国
船
及
び
外
航
日
本
船
に
積
込
み
た
る
石
炭
は
左
の
如
し
。

外
国
汽
船
燃
料
炭

三
、
九
六
〇
ト
ン

外
航
日
本
船
同
右

二
、
二
九
〇
ト
ン

之
を
八
月
に
比
す
れ
ば
、
外
船
は
五
、
三
〇
〇
ト
ン
減
じ
、
外
航
内
船
は

五
〇
〇

ト
ン
増
加
せ
り
。
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